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第１章　総則                    　　　               　               
第１節　計画策定の目的と位置付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

１ 計画策定の目的 

災害廃棄物は一般廃棄物であり、その処理責任は基礎自治体の市町村にあることから、南陽市災害廃

棄物処理計画（以下「本計画」という。）では、南陽市（以下「本市」という。）で発生する災害廃棄物に関す

る基本的な事項を定め、災害時に発生する廃棄物を適正かつ迅速に処理することを目的とするとともに、

市民の生活環境の保全と公衆衛生上の支障を防止し、早期の復旧・復興に資することを目指します。 

また、本計画は、南陽市地域防災計画（以下「市防災計画」という。）及びその他の関連計画を補完する

ものであり、災害発生時の実効性を高めることを目的とします。 
 

２ 計画の位置付け 

本計画は、災害廃棄物対策指針（環境省）（以下「国指針」という。）や山形県災害廃棄物処理計画（以

下「県処理計画」という。）を基に策定し、市防災計画及び南陽市ごみ処理基本計画との整合性を図るも

のです。具体的な内容や方針は、地域の特性を踏まえて設定し、災害発生時には本計画に基づいて迅速

かつ適切に対応することを目指します。 
 

図１ 本計画の位置付け 

 

参考：「災害廃棄物対策指針」（環境省環境再生・資源循環局　災害廃棄物対策室） 
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３ 計画の点検・見直し 

本計画は、国指針、県処理計画、市防災計画の改定、本計画で対象とする災害の被害想定見直し等、

前提条件に変更が生じた場合や、新たな災害発生等により得られた知見を踏まえ、必要に応じて見直し

を行います。 

 

第２節　基本的事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

１ 対象とする災害 

本計画で対象とする災害は市防災計画に基づき、大規模地震や豪雨、その他自然災害とします。 

地震災害については、地震動によって直接生じる震災及び地震に伴う火災や爆発等の二次災害、水害

については、豪雨や台風などの多量の降雨により発生する洪水、浸水、冠水、土砂崩れ、山崩れ、崖崩れ

等を対象とします。 

 

２ 災害の規模別、種類別の対策 

（１）地震災害による被害想定 

 

（２）水害による被害想定 

市内には、国が管理している大規模河川の最上川をはじめ県が管理している河川がいくつかあり、令

和３年の水防法改正により一級、二級の河川の洪水浸水想定区域図（※１）が公表されました。その中で

も水害による災害廃棄物への影響が大きいと想定する最上川、吉野川、織機川の河川について、全国

の水害事例をもとに統計情報を解析して得られた２種類の発生原単位（表３－１のＡ及び P4 表３－２の

 県処理計画では、地震災害について「庄内平野東縁断層帯地震」、「新庄盆地断層帯地震」、「山形盆

地断層帯地震」、「長井盆地西縁断層帯地震」の４つの地震を想定した被害を夏季と冬季で予測してお

り、本市防災計画では被害の影響が最も大きいと想定する「長井盆地西縁断層帯地震」における冬季間

の地震被害を設定し、被害の概要を表 1 に示します。

 表１ 想定地震災害廃棄物発生量（冬季） 

参考：山形県地震被害想定調査報告書（H18.3）

 
想定地震 長井盆地西緑断層帯地震

 想定規模 
（マグニチュード） 7.7

 
全壊棟数 1,966

 
半壊棟数 3,758

 
避難者数 3,767

 
発生量（ｔ） 316,456
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Ｂ）と、平成３０年８月に発生した戸沢村の大雨被害をもとに、住宅面積が大きいという山形県特有の地

域事情を考慮した発生原単位（P4 表３－３のＣ）を用いて、水害による廃棄物の発生量を P4 表４のと

おり試算しています。 

 

表２ 原単位種別別算出方法 

 表３－１ 原単位Ａを用いて試算した発生量の詳細 

　　参考：災害廃棄物処理計画策定のための水害廃棄物発生量推計手法の検討（山形県環境科学研究センター水環境部） 

 

 

 

 

 
 

 
※１　洪水浸水想定区域図とは、水防法に基づき、洪水予報河川や

水位周知河川について、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾

濫した場合に浸水が想定される範囲、水深、浸水継続時間、家屋倒

壊等氾濫想定区域（氾濫流、河岸侵食）などを記載した図面で国、

県が公表している。

 河川名 洪水浸水想定区域
指定年月日

備　考

 最　上　川 H29.1.20 洪水予報河川

 吉　野　川 H29.1.20 洪水予報河川

 織　機　川 H31.3.26 水位周知河川

 前　　　　川 R　7.5.23 －

 上　無　川 R　7.5.23 －

 北　　　　川 R　7.5.23 －

 棒　　　　川 R　7.5.23 －

 原単位 
種別

算出方法 出典

 
Ａ 過去水害で被害を受けた171市区町村を対象として平成13

年度に実施したアンケート調査の結果からの推計

災害廃棄物対策指針 
(環境省・平成26年3月) 
技術資料2-9

 
Ｂ

平成11年～16年に水害により災害救助法が適用された延べ
127市町村を対象として平成16年度に実施したアンケート調
査の結果からの推計

災害廃棄物対策指針 
(環境省・平成30年3月改定) 
技術資料14-2

 
Ｃ

住宅面積が大きいという本県の地域事情を考慮し、原単位B 
に「1住宅当たりの延べ面積」の全国平均比（約1.5 倍）を乗じ
て補正

災害廃棄物処理計画策定のための
水害廃棄物発生量推計手法の検討
(山形県・令和2年9月)

 
水系

建物被害想定戸数 発生量（ｔ）

 
床上浸水 床下浸水 床上浸水 

原単位：3.79t/棟
床下浸水 

原単位：0.08t/棟
合計

 最上川 844 276 3,199 22 3,221

 吉野川 3,330 2,946 12,621 236 12,856

 織機川 245 512 929 41 970

 全体 ※１ 4,044 3,452 15,327 276 15,603
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表３－２ 原単位Ｂを用いて試算した発生量の詳細 

　参考：災害廃棄物処理計画策定のための水害廃棄物発生量推計手法の検討（山形県環境科学研究センター水環境部） 

表３－３ 原単位Ｃを用いて試算した発生量の詳細 

　参考：災害廃棄物処理計画策定のための水害廃棄物発生量推計手法の検討（山形県環境科学研究センター水環境部） 
　※１　全体とは最上川、吉野川、織機川の全ての川において氾濫が生じた場合を示します。 

表４ 想定水害災害廃棄物発生量 

　参考：災害廃棄物処理計画策定のための水害廃棄物発生量推計手法の検討（山形県環境科学研究センター水環境部） 
 

（３）災害種別の対策 

水害により発生する廃棄物は、本市において最も発生量が多いと予測されている発生原単位Ｃを用

いて推計した場合（表４）においても、その発生量は長井盆地西縁断層帯地震により発生する災害廃棄

物の推計量（P2表１）と比較し、大幅に少ない量となります。 

このため、本計画においては、積雪に伴い災害廃棄物の発生量が多く見込まれる冬季発生量（P2表

１）と仮定した長井盆地西縁断層帯地震の被害規模を想定し、災害廃棄物処理の基本的な方針を定め

ます。水害等により生じる災害廃棄物の処理については、水害特有の事項に留意し、地震災害に準じて

対応を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
水　　系

建物被害想定戸数 発　　生　　量　　（ｔ）

 
床上浸水 床下浸水

床上浸水 
原単位：4.6t/棟

床下浸水 
原単位：0.6t/棟 合　　計

 最　上　川 844 276 3,882 171 4,054

 吉　野　川 3,330 2,946 15,318 1,827 17,145

 織　機　川 245 512 1,127 317 1,444

 全体 ※１ 4,044 3,452 18,602 2,140 20,743

 
水　　系

建物被害想定戸数 発　　生　　量　　（ｔ）

 床上浸水 床下浸水
床上浸水 

原単位：6.9t/棟
床下浸水 

原単位：0.93t/棟 合　　計

 最　上　川 844 276 5,824 257 6,080

 吉　野　川 3,330 2,946 22,977 2,740 25,717

 織　機　川 245 512 1,691 476 2,167

 全体 ※１ 4,044 3,452 27,904 3,210 31,114

 
原単位種別

発生量（ｔ）

 床上浸水 床下浸水 合計

 原単位 A 15,327 276 15,603

 原単位 B 18,602 2,140 20,743

 原単位 C 27,904 3,210 31,114
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３ 対象とする廃棄物 

本計画で対象とする災害廃棄物は、自然災害によって発生した廃棄物（片付けごみ、損壊家屋の撤去

に伴うもの等）とします。また、災害時に避難所で発生する廃棄物も対象とし、一般廃棄物として市の責任

において処理を行います。 

表５ 対象とする廃棄物 

　　　※２、３：リサイクル可能なものは、各リサイクル法に基づき処理を行うものとします。 
　　　※４：仮設トイレとは、災害用簡易組立トイレ、レンタルトイレ、災害用自走式トイレカー及び他市町村・関係業界等から提供さ

れた汲取式トイレの総称 
 
 
（本計画で対象としないもの） 

　　・土砂、石材等については、廃棄物ではなく自然物であるため、本計画の対象としません。 
 
 
 

 種　　類 内　　　　容

 

災 

 

害 

 

廃 

 

棄 

 

物 

柱角材 柱・梁・壁材、水害による流木など

 
コンクリートがら等 コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくずなど

 
金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など

 
可燃物 繊維類、紙、細かな木くず等が混在した廃棄物

 
不燃物

分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチック、ガラ

ス、土砂などが混在し、概ね不燃性の廃棄物

 
粗大ごみ 木製家具、布団類、畳類、マットレス、じゅうたんなど

 
腐敗性廃棄物

被災冷蔵庫等から排出される食品や飼肥料工場等から発生する原料及

び製品など

 
廃家電　※２

被災家屋から排出される家電４品目、パソコン、小型家電などの家電製

品で、被災により使用できなくなったもの

 
廃自動車　※３ 被災により使用できない所有者不明の自動車、自動二輪車、原付自転車

 
有害廃棄物

石綿、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）、感染性廃棄物、化学物質、ＣＣＡ（木

材処理剤）、有機塩素化合物、医薬品類、農薬類、廃電池類、廃蛍光灯

 
危険物 消火器、灯油ストーブ類、ボンベ類、バッテリー、太陽光パネルなど

 その他、適正処理が 

困難な廃棄物
石膏ボード、廃タイヤなど市での処理が困難なもの

 生 

活 

ご 

み

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ

 
避難所ごみ 避難所等から排出される生活ごみなど

 し 

尿
仮設トイレのし尿　※4 避難所等の仮設トイレからの汲取りし尿など
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４ 災害廃棄物等の基本方針 

【処理期間】 

東日本大震災や阪神・淡路大震災における災害廃棄物処理の状況から、大規模な震災の場合は、発

災から概ね３年、風水害等の場合は６か月以内に処理を終えることを目標とします。 

 

【処理指針】 

 

【処理主体】 

 

 ①　衛生的な処理の確保

 被災者の一時避難や上下水道の断絶等の被害が想定される。その際に発生する生活ごみやし尿につ

いては、生活衛生の確保を最重要事項として対応する。

 ②　迅速な対応

 生活衛生の確保、地域復興の観点から災害廃棄物の処理は迅速に行う。

 ③　市民への対応

 
災害廃棄物等の排出・分別ルールを分かりやすく広報し、市民の混乱を防ぐとともに分別を徹底する。

 ④　計画的な処理

 
道路の寸断、一時的に大量に発生する災害廃棄物に対応するため、計画的・効率的な処理を行う。

 ⑤　環境に配慮した処理

 災害廃棄物は、可能な限り環境に配慮して処理を行う。特に不法投棄及び野焼きが禁止されているこ

とを徹底して周知する。

 ⑥　安全作業の確保

 災害時の廃棄物は、量・質の変化、危険物や処理困難物の発生・混入等が考えられるため、作業の安

全確保を図る。

 ⑦　処理体制の強化

 災害発生時には、県や県内市町村、広域的な応援協定の締結先（他自治体など）、及び関係機関と事

前に定められた手順に基づき、速やかに情報交換を行い、必要な資源（人材、機材、処理施設など）の

相互協力体制を確実に発動・確立する。

 ⑧　リサイクルの推進

 実行計画や復興事業の進捗に合わせて、災害廃棄物の適正な分別、処理、及び再資源化を計画的に

実施する。この取り組みにより、廃棄物の処理・処分量を軽減し、処理の効率化を徹底する。

 廃棄物発生源 処理主体

 道路 管理者（国、県、市）

 下水道 管理者（市）

 河川 管理者（国、県、市）

 

家庭

損壊家屋の解体・除去 所有者

 自動車・自動二輪車・原付自転車 所有者

 生活ごみ 市

 避難所ごみ 市

 片付けごみ 市

 建築物の損壊、焼失等による廃材等の廃棄物（公費解体） 市

 事業所の災害廃棄物 各事業者
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【処理施設】 

置賜広域行政事務組合（以下「置広」という。）が管理運営する一般廃棄物処理施設（以下「置広処理

施設」という。）を最大限利用し、不足する場合は民間処理施設の活用、置広処理施設以外の広域処理を

検討します。 

置広処理施設とは、可燃ごみ焼却処理施設（千代田クリーンセンター）、粗大ごみ処理施設（長井クリー

ンセンター）、一般廃棄物最終処分場（浅川最終処分場）、し尿受入施設（中田クリーンセンター）を示して

います。 

 

【支援要請】 

甚大な被害により市と民間事業者との間で締結する災害協定だけでは対応が困難な場合には、災害

廃棄物の収集運搬・処理について、県へ支援を要請します。 

 

５ 災害廃棄物等の処理 

（１）災害発生後の時期区分と特徴 

※時間の目安は災害規模や内容によって異なる（上記は東日本大震災クラスの場合）　参考：災害廃棄物対策指針 

 

（２）初動期の体制構築等の流れ 

 

 時期区分 時期区分の特徴 時間の目安

 
初動期

・人命救助が優先される時期 

・体制整備、被害状況の把握、必要資機材等の確保を行う
発生後数日間

 
応急対応期（前半）

・避難所生活が本格化する時期 

・主に優先的な処理が必要な災害廃棄物を処理する期間
～３週間程度

 
応急対応期（後半）

・人や物の流れが回復する時期 

・災害廃棄物の本格的な処理に向けた準備を行う期間
～３か月程度

 
復旧・復興期

・避難所生活が終了する時期 

・一般廃棄物処理としての通常業務化が進み、災害廃棄物の 

本格的な処理の期間

～３年程度

 区　分 初　動　期

 体制構築

 被災状況の 

把握

関係団体等への支援要請

災害対策本部設置 市民課環境担当職員の安否確認

災害廃棄物特別担当の立ち上げ

市内交通状況の情報収集 収集運搬ルートの被災状況確認

置広処理施設の被害状況の確認

民間処理施設の被災状況の確認

収集運搬業者（車両・人員）の被災状況の確認
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（３）災害廃棄物担当業務及び実施スケジュール 
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第２章  組織及び協力・支援体制                  　  　　　                              

第１節　庁内組織体制と業務概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

１ 災害廃棄物処理に係る組織体制 

大規模災害により大量の災害廃棄物が発生した場合には、発災直後から仮置場の開設準備や収集運

搬体制の構築、仮設トイレの配置計画作成などに多くの人員が必要となります。 

また、仮置場の開設・運営や損壊家屋の解体・撤去、災害廃棄物の処理等にあたっては、多額の予算確

保が必要となるとともに、専門的な知識を有する建築・土木工事の積算や仕様書の作成、契約発注などの

業務を短期間で集中的に行わなければならないことから、庁内の横断的な協力体制が必要になります。 

このため、大規模災害の発災時には、市長が本部長となる災害対策本部が設置され、庁内各課と連携

を図りながら迅速に災害の対応に着手できるよう備えます。 

なお、災害廃棄物の処理対応が必要となる場合には、災害対策本部の下に「災害廃棄物特別担当」に

よる専門チームを設置します。 

 

 

２ 確保すべき人材 

災害廃棄物処理の体制整備においては、実務経験者や設計・積算に精通した職員の確保が不可欠で

す。しかし、平常時の人員には限りがあるため、庁内他部署からの応援に加え、周辺自治体や民間事業

者への人的支援要請についても、あらかじめ検討しておく必要があります。 
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３ 関係部課との連携・情報共有体制 

本市災害対策本部設置後、災害廃棄物特別担当の各担当者で得た災害廃棄物処理に関係する情報

や業務の進捗状況は一元管理し、市災害対策本部に報告します。 

 

４ 職員への教育訓練 

職員が災害廃棄物処理に関する知識と技術を備えられるよう、定期的な研修と訓練を実施します。訓

練は県や他市町村との共同で行い、実技を通じた実践的な知識の向上を目指します。 

 

第２節　庁外組織との連携・支援体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

１ 連携・協力体制の構築 

（１）山形県・他市町村・関係機関との連携 

発災により、大量の災害廃棄物が発生したり、置広処理施設の被災により計画的な処理が困難になっ

た際には、県を通じた支援や協定等に基づく他市町村・関係機関からの支援を要請します。 

また、発災後、他市町村等からの支援を円滑に受けられるよう、要請の手順や役割分担、活動拠点など

について予め検討し準備を整えます。 

図２ 災害廃棄物処理に係る広域的な相互応援協力体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人　　材 概　　　　要

 
環境担当職員・災害廃棄

物処理の実務経験者

職員のノウハウ不足を補うため、過去に環境業務を担当した職員や災害廃

棄物処理の経験を有する本市 OB 職員の活用を図るとともに、他自治体に対

し、経験のある職員や「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」登録職員

の派遣を要請します。

 

土木・建築職員

災害廃棄物処理には、がれき等の撤去・運搬、損壊家屋の解体・撤去、及び

仮置場の原状回復など、重機を用いた土木・建築工事が伴います。これらの

業務を遂行するにあたり、国庫補助金等の活用を前提とした設計、積算、工

程管理、及び適切な現場管理が求められるため、土木職・建築職の専門的な

知識と実務経験が不可欠です。

廃棄物事業者 

建設事業者等

廃棄物事業者団体 

建設事業者団体等

被災していない市町村

被災市町村

被災都道府県 支援都道府県

支援市町村 廃棄物事業者団体 

建設事業者団体等

廃棄物事業者 

建設事業者等

国（環境省）

連絡 
調整

連絡 
調整

連絡 
調整

連絡 
調整

連絡 
調整

要請／支援 
（協定等による）

情報収集 
指導・助言 報告

情報収集 
指導・助言

報告 連絡調整
連絡調整 

（協定等による）

災害支援協定 
を締結して 
いる場合

連

絡

調

整
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（２）山形市、県内広域組合との協力連携 

災害若しくは置広処理施設の重大な故障等により廃棄物を処分することができなくなったとき又はその

おそれがあるとき、置広が廃棄物処分相互援助協定の締結先である山形市、山形広域環境事務組合外4

事務組合へ廃棄物処分の支援を要請します。 

表６ 山形市、県内広域組合と締結している災害廃棄物に関する協定 

 

（３）民間事業者団体との連携 

災害廃棄物は、平時の場合は産業廃棄物に分類されるものが多いこと、また置広処理施設では対応で

きない処理困難物も想定されることから、災害時には災害協定の締結団体や民間事業者等（表７）に協

力・支援を要請し、円滑な処理体制を整備します。 

表７ 民間事業者団体と締結している災害廃棄物に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 協　　　定　　　名 協　定　先 締結年月日

 直接の協定者（置賜広域行政事務組合） 
緊急時における廃棄物処分相互援助協定 
※一般廃棄物・し尿の施設受入れ

山形市、山形広域環境事務
組合、外４事務組合 平成16年4月1日

 協　　　定　　　名 協　定　先 締結年月日

 
非常災害時における災害廃棄物の処理等に関す
る協定

一般社団法人山形県産業

資源循環協会
令和７年３月４日

 
大規模水害時における現地仮置き袋詰土砂の収
集運搬に関する協定

南陽市建設業経営者協会 
南陽市建設クラブ 
南陽市建設同友会

令和元年７月２９日

 
大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関
する協定 南陽アメニティ企業体 平成２９年７月４日

 
災害時における人命救助活動等への支援及び
建築物の解体撤去等に関する協定

一般社団法人山形県解体

工事業協会
平成２５年７月２３日

 
災害時における応急対策活動に関する協定

南陽市建設業経営者協会 
南陽市建設クラブ 
南陽市建設同友会

平成２２年３月２４日



- 12 - 

第３章  災害廃棄物の処理                    　　　                              
第１節　災害廃棄物処理実行計画の策定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 

災害発生直後は、国が策定する「災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」に基づき、災害廃棄物の

発生量と置広処理施設の被害状況等を把握します。 

その結果を受け、処理の方法やスケジュール等を示した「南陽市災害廃棄物処理実行計画」（以下、

「市実行計画」という。）を速やかに策定します。 

なお、市実行計画は災害発生直後に把握できなかった被害の実態や災害廃棄物処理の進捗状況を考

慮し段階的に見直します。 

 

図３ 処理計画及び実行計画の位置付け 

 

 
資料：災害廃棄物対策指針（環境省環境再生・資源循環局　災害廃棄物対策室）



- 13 - 

第２節　片付けごみ、損壊家屋の撤去等に伴う廃棄物の処理　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 

１ 災害廃棄物発生量・処理可能量 

（１）発生量 

災害廃棄物処理を円滑に進めるためには、災害廃棄物等の発生量、置広処理施設での災害廃棄物の

処理可能量等を把握する必要があります。 

災害発生後は、建物被害棟数や水害の浸水範囲等を把握し災害廃棄物等の発生量を推計するととも

に、置広処理施設等の被害状況等を踏まえ処理可能量を推計します。 

表８ 発生原単位・種類別割合 

表９ 推計方法と発生量 

 

災害廃棄物発生量（ｔ） 

＝ 被害区分ごとの建物被害棟数（棟）× 被害区分ごとの発生原単位（ｔ／棟） 

種類別災害廃棄物発生量（ｔ） 

＝ 被害区分ごとの災害廃棄物発生量 × 被害区分ごとの災害廃棄物等の種類別割合 

※被害区分：全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 

①長井盆地西縁断層帯地震（冬季）における災害廃棄物発生量 

 種　　　　類 全　　　壊 半　　　壊 合　　　計

 被　害　棟　数 1,966 3,758 5,724

 

種類別廃棄物量（ｔ）

可 燃 物 41,404 15,558 56,962

 不 燃 物 41,404 15,558 56,962

 コンクリートがら 119,611 44,946 164,557

 金 属 く ず 15,181 5,705 20,886

 柱 角 材 12,422 4,667 17,089

 合　　　計  （ｔ） 230,022 86,434 316,456

 ①発生原単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ｔ/棟） 

②種類別割合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　（％） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：災害廃棄物対策指針

 被害区分 発生原単位

 全壊（流出） 117

 半　　壊 23

 床上浸水 6.9

 床下浸水 0.93

 種　　　　類 全壊（流出）・半壊 床上浸水・床下浸水

 可 燃 物 18 56

 不 燃 物 18 39

 コンクリートがら 52 ―

 金 属 く ず 6.6 5

 柱 角 材 5.4 ―

 合　　　　　計 100 100
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（２）処理可能量 

災害発生後は、まず置広処理施設である千代田及び長井の両クリーンセンターの稼働状況を確認しま

す。その上で、各施設へ災害廃棄物の受入可能量の算出を依頼し、廃棄物総量に対する処理能力の過

不足を評価します。 

評価の結果、当該施設のみでは処理能力が不足する場合、本市が災害廃棄物処理に関する協定を締

結している民間事業者へ処理を委託します。さらに、目標期間内での完了が困難と見込まれる場合には、

県と調整の上、県内の他自治体等へ広域処理を要請し、処理を推進します。 

表１０-１ 可燃ごみ焼却処理施設の概要 

 表１０-２ 粗大ごみ処理施設の概要 

 表１０-３ し尿受入施設の概要 

 

 ②想定水害における災害廃棄物発生量 

　※５、６　全壊（流出）・半壊がある場合は被害棟数により P1３表８を参考に発生量を推計します。 

参考：山形県災害廃棄物処理計画 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　災害廃棄物処理計画策定のための水害廃棄物発生量推計手法の検討 
                                           （山形県環境科学研究センター水環境部）

 
種　　　　類 全壊 

※5
半壊 
※6

床上浸水 床下浸水 合計

 被　害　棟　数 4,044 3,452 7,496

 

種類別廃棄物量（ｔ）

可 燃 物 15,627 1,798 17,425

 不 燃 物 10,882 1,252 12,134

 コンクリートがら ― ― ―

 金 属 く ず 1,395 160 1,555

 柱 角 材 ― ― ―

 合　　　計  （ｔ） 27,904 3,210 31,114

 項  目 内        容

 名    称 置賜広域行政事務組合　千代田クリーンセンター

 所 在 地 高畠町大字夏茂 2933 番地

 竣    工 平成11年3月

 処理方式 全連続燃焼式（ストーカ式）

 処理能力 255ｔ／日（85ｔ／日×3炉）

 項  目 内        容

 名    称 置賜広域行政事務組合　長井クリーンセンター

 所 在 地 長井市舟場 30 番 1 号

 竣    工 平成6年1月

 処理方式 粗大ごみ破砕処理

 処理能力 30ｔ／5ｈ

 項  目 内        容

 名    称 置賜広域行政事務組合　中田クリーンセンター

 所 在 地 米沢市中田町 1660 番地

 竣    工 令和７年１月

 処理方式 前処理＋無希釈投入方式

 処理能力 100 kℓ／日（し尿：２８kℓ／日、・浄化槽汚泥：72kℓ／日）
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表１０-４ プラスチック製容器包装及びペットボトル処理施設の概要 

 表１０-５ 最終処分場の概要 

 

２ 分別・排出 

（１）分別 

被害が大規模で仮置場の設置が必要な場合、災害廃棄物（片付けごみ、損壊家屋の撤去等に伴うもの）

の排出は、以下の分別とします。 

表１１ 災害廃棄物の分別区分 

  ※　被害が比較的小規模で、仮置場を設置せず置広処理施設（千代田クリーンセンター）でのみ処理を行う 

　　　　場合、災害廃棄物の分別は平時と同様とします。 

※　生活ごみは、平時の分別区分で、指定のごみ収集所へ出すこととします。 

※　処理困難な廃棄物（廃タイヤや危険物、廃家電等）の排出は被災したものに限ります。 

 項  目 内        容

 名    称 置賜広域行政事務組合　千代田クリーンセンターリサイクルプラザ

 所 在 地 高畠町大字夏茂 2933 番地

 竣    工 平成 14 年 4 月

 処理方式 選別、圧縮、梱包

 処理能力 ペットボトル 2.2ｔ/日、プラスチック製容器包装 11.3t/日

 項  目 内        容

 
名    称

置賜広域行政事務組合　千代田クリーンセンター浅川最終処分場第２

処分場

 所 在 地 米沢市大字浅川 1644 番地 1

 供用開始 令和３年８月

 処理対象物 焼却残渣（焼却灰・ばいじん）、不燃残渣、川土砂、脱水汚泥

 
処理方式 セル方式

浸出水処理移設 
カルシウム除去＋接触ばっ気＋凝集沈殿

＋砂ろ過＋活性炭吸着＋消毒処理

 処理能力 － １１０㎥／日

 埋立面積 40,461 ㎡

 埋立容量 128,734 ㎥

 № 区 　　分 主なもの

 １ 可燃物 混合可燃物、流木・柱角材

 ２ 粗大ごみ 木製家具、布団類、マットレス、じゅうたん

 ３ 金属くず 鉄筋、鉄骨、サッシなど

 ４ 不燃物 ガラス、瓦

 ５ コンクリートがら コンクリートくず、ブロック塀くず　等

 ６ 廃家電 家電４品目、パソコン、その他家電

 ７ 廃タイヤ タイヤ類（被災したものに限る）

 ８ 畳 畳類

 ９ 有害物 廃電池類、廃蛍光灯、農薬類

 １０ 危険物 消火器、灯油ストーブ類、ボンベ類
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（２）排出 

①発生した災害廃棄物 

平時の生活ごみとは別に、前述の「P１５表１１災害廃棄物の分別区分」のとおり分別して、各自が住民排

出場に排出し、収集・運搬業者が収集することとします。 

なお、災害廃棄物を住民排出場へ搬入する際は、指定ごみ袋及び粗大ごみ用証紙は不要とします。 

表１２　住民排出場  

 

図４ 災害廃棄物（片付けごみ等）の流れ 

 

３ 処理フロー 

災害時には、木くずやがれき類に加えて被災家屋等からの片付けごみなど、多岐にわたる膨大な廃棄

物が一時的に発生します。これらの廃棄物はまず一次仮置場において集積・分別され、必要に応じて破

砕した後、置広処理施設、民間処理施設、廃棄物処分相互援助協定に基づく広域処理施設によって焼却

処分・中間処理・最終処分を行われるとともに、資源ごみは再資源化を図ります。 

地震発生時は、緊急車両等のルート確保のため道路上の廃棄物を速やかに撤去しなければなりません。

一方、水害時は水が引いた直後から、土砂や泥が混入した片付けごみが大量に排出されます。 

そのため、発災後早期に開設する一次仮置場へ迅速に搬入を行い、混合状態の災害廃棄物を選別し

た上で、資源化や適正処理を推進します。 

災害廃棄物の種類ごとの分別、中間処理、最終処分、再資源化の基本処理フローは、P1７図５のとおり

とします。 

 

 

 

 分    類 考 え 方

 
用    途 被災家屋等から搬出された災害廃棄物を、被災地内において仮に集積する場所

 
選定方針 住民の利便性が高く、車両通行路の妨げにならない場所を選定

 
想    定

・道路（収集車）から見える自宅敷地内 

・自治会が指定する場所（児童遊園、公園 等）

 
住民排出場のイメージ

 

 写真：平成 26 年７月発生の豪雨水害により自宅敷地に排出された災害廃棄物（南陽市内）

 
災害廃棄物 
（片付けごみ等）

排出

住民排出場

収集 
運搬

一次仮置場

収集 
運搬

二次仮置場 
※　必要に応じて

収集 
運搬

処理施設
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図５ 災害廃棄物の基本処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 収集運搬 

（１）収集運搬車両 

災害廃棄物は通常の生活ごみとは性状や発生量が異なるため、その収集に必要な車両を確保する必

要があります。災害廃棄物の収集運搬については、市の一般廃棄物収集運搬許可業者を基本とし、災

害廃棄物の排出量に応じて災害協定の締結団体や民間事業者、D.Waste-Net（災害廃棄物処理支

援ネットワーク）等にも車両や人員の支援を要請します。また、災害規模が大きく必要な車両を確保でき

ない時は、県や県内自治体間での災害時相互応援協定に基づき収集運搬車両を確保することとします。 

災害廃棄物 
316,456ｔ

市が定める分別ルールに従って排出する。

道路障害物や解体家屋等 
の災害廃棄物は現場で 
可能な限り分別を行い 

一次仮置場に搬入する。

選別処理

コンクリート 
がら 

164,557ｔ

不燃物 
56,962ｔ

金属くず 
20,886ｔ

柱角材 
17,089ｔ

可燃物 
56,962ｔ

有
害
廃
棄
物 

危
険
物
等

廃
家
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資
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ッ
プ
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が
ら
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ず
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材

不
燃
物

民間資源化施設

指定業者 置広処理施設

可燃施設埋立埋立焼却

広域処理施設

住民排出場ごみ収集所

一次仮置場

適正処理

破砕処理後 
焼却処理

焼却灰

廃
タ
イ
ヤ
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（２）収集運搬ルート 

災害発生直後は、道路上に散乱した災害廃棄物により、通常の収集運搬ルートでの収集が極めて困

難になると予想されます。そのため、市防災計画で選定された輸送ルートに合わせて、収集運搬ルートを

迅速に再構築します。 

また、仮置場や道路の復旧状況に応じて収集運搬ルートは見直しを行い、市の一般廃棄物収集運搬

許可業者等に情報を共有します。 

 

（３）収集運搬ルートの設定手順 

収集運搬ルートの設定手順 

仮置場への収集運搬ルートの設定手順を図６に示します。 

図６ 収集運搬ルートの設定手順 

 

５ 仮置場 

（１）仮置場の設置 

災害廃棄物処理の効率化を図るため、住民排出場の粗選別や一時保管を目的とした一次仮置場を

必要に応じて速やかに設置します。特に水害発生時は、土砂や泥等が混入した災害廃棄物を迅速に受

け入れる必要があるため、発災後設置の必要性を判断し、速やかに開設します。 

さらに、災害廃棄物の発生量が膨大で、仮設処理施設を設置しての処理が必要となる場合は、破砕・

選別・焼却等の中間処理及び保管を行うための二次仮置場を設置します。 

 
・市内全域の道路の被害状況を集約（災害対策本部）

・災害対策本部から道路の被害状況を収集

・収集・運搬ルートの被災状況を確認 

・収集運搬業者（車両・人員）の被災状況確認

・通行障 害となっている災 害廃

棄物の優先撤去
・仮置場の設定・確保

・収集ルート、配車計画等の設定

・災害廃棄物の収集、仮置場への搬出入開始
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表１３ 仮置場の分類と用途   

 

（２）仮置場の必要面積及び候補地の選定 

①仮置場面積の推計方法 

災害廃棄物等の発生量を基に、積み上げ高さや作業スペースを加味し仮置場面積を次の方法によ

り推計します。 

出典：災害廃棄物対策指針 

②必要とする仮置場の面積 

市防災計画で想定している長井盆地西縁断層帯地震による災害廃棄物発生量から算定した本市に

おける必要とする仮置場の面積は、表１４で示すとおり141,971㎡となります。 

表１４ 長井盆地西縁断層帯地震を想定した必要とする仮置場の面積（南陽市：冬季） 

  ※  必要とする仮置場の面積算式＝「①÷③」の合計÷積み上げ高さ（５ｍ）×（１+作業スペース１） 

 

 

 分類 一次仮置場 二次仮置場

 
用途

災害廃棄物を搬入し、粗選別後一定期間保

管しておく場所

仮設破砕機等を設置し、破砕、選別、焼却（減

容化）等を行い、中間処理施設等へ搬出する

までの保管場所

 選定 

方針

被災現場からアクセスの良い場所を優先的

に選定

被災地からある程度離れた大規模で長期使

用が可能な場所を選定

 
一次仮置場のイメージ

 

 写真：平成 26 年７月発生の豪雨水害により一次仮置場に集められた災害廃棄物（南陽市内）

 仮置場面積（㎡） 

＝ 集積量（ｔ）÷ 見かけ比重（ｔ／㎥）÷ 積み上げ高さ（ｍ）×（１＋作業スペース割合） 

①集積量＝災害廃棄物の発生量－処理量 

②処理量＝災害廃棄物の発生量÷処理期間（どのくらいの期間で処理するかは、災害発生時の 

規模等で決定する。） 

③見かけ比重（かさ比重）（ｔ／㎥） 

④積み上げ高さ：５ｍとする。 

⑤作業スペース割合（保管面積に対する分別作業等に必要なスペース）：１とする。

 可燃物 不燃物 コンクリートがら 金属くず 柱角材

 0.4 1.1 1.48 1.13 0.55

 項目 可燃物 不燃物 コンクリートがら 金属くず 柱角材 合計

 ① 集積量 56,962 56,962 164,557 20,886 17,089 316,456

 ③ 見かけ比重（ｔ／㎥） 0.4 1.1 1.48 1.13 0.55 －

 ①÷③（㎡） 142,405 51,784 111,187 18,483 31,070 354,930

 必要とする仮置場面積（㎡） 56,962 20,713 44,475 7,393 12,428 141,971
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表１５ 想定水害を想定した必要とする仮置場の面積 

③仮置場の候補地の選定 

平時から、仮置場候補地の選定基準項目（表１６）を踏まえ、市有地を最優先にグラウンド、広場、駐

車場、公園等から仮置場候補地を選定し、不足する場合は国・県と協議の上、県有地、国有地から選

定します。また、必要に応じて民有地の活用も検討します。発災後は、表１６の選定基準項目に基づき

各候補地の優先度を評価した上で、被災地との距離や配置のバランス等を考慮するなど、被災状況に

応じて仮置場を決定します。 

また、廃棄物の種類ごとに分けて仮置場を設置するなど対策を講じ、選定基準全てを満たすことが

難しい仮置場候補地についても活用します。 

表１６ 仮置場候補地の選定基準項目 

参考：災害廃棄物対策指針 技術資料「技 18-3 仮置き場の確保と配置計画に当たっての留意事項」（H31.4.1）より 

 

（３）仮置場設置の決定・管理・運営 

仮置場については、災害発生場所や規模に応じて市災害対策本部において調整を行い決定します。 

①設置 

・仮置場については、汚水が土壌へ浸透することを防ぐために、仮舗装の実施や鉄板・遮水シート、排

水溝及び排水処理設備等の敷設を検討します。 

・災害廃棄物の飛散の恐れがある場合は、散水の実施、飛散防止ネットや囲いの設置又はフレコンバ

ッグに保管するなどの対応を検討します。 

・民有地を借地する場合は、借地契約、土壌分析、立会及び返還（返却）の際のルールを定め、P2１

表１7に賃借時の留意点を示します。 

・仮置場では、その後の処理や再資源化を見据えて可能な限り分別が行えるような配置を行います。 

 項目 可燃物 不燃物 金属くず 合計

 ① 集積量 17,425 12,134 1,555 31,114

 ③ 見かけ比重（ｔ／㎥） 0.4 1.1 1.13 －

 ①÷③（㎡） 43,562 11,031 1,376 55,969

 必要とする仮置場面積（㎡） 17,425 4,412 550 22,387

 項目 留意事項

 所有者 公有地（市町村有地、県有地、国有地）

 
面積

一次仮置場 分別するため広いほどよい。（3,000 ㎡ は必要）

 二次仮置場 仮設処理施設等には広いほどよい。（10ha 以上が好適）

 平時の土地利用 現状復旧費用がかかるため、農地や校庭は選ばない。

 他用途での利用 応急仮設住宅、避難場所、ヘリコプター発着場等に指定されていない。

 望ましいインフラ（設備） 消火用水、電力が確保できる。

 土地利用の規制 諸法令（自然公園法、文化財保護法、土壌汚染対策法等）による土地利用の規制がない。

 
土地の基盤整備の状況

舗装されている。 
地盤が硬い。 
暗渠排水管が存在しない。

 地形・地勢 平坦な土地で、敷地内に障害物（構造物や樹木等）が少ない。

 土地の形状 変則形状でない。

 道路状況 前面道路は幅員 6.0m 以上あり、交通量が少ない。

 搬入・搬出ルート 車両の出入口を確保できる。

 輸送ルート 高速道路のインターチェンジ、緊急輸送道路に近い。

 周辺環境 住宅密集地ではなく、病院・福祉施設・学校に隣接していない。

 被害の有無 各種災害（津波、洪水、液状化、土石流等）の被災エリアでない。
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表１７ 民有地賃借時の留意点 

 

②人員・機材の配置 

・ 仮置場には、災害廃棄物の受入、監視・指導、保管、管理等を行うための人員を配置します。 

・ 作業員は、重機を運転できる者及び分別・荷下ろしを補助する者、誘導員等を配置します。 

・ 作業員は、通常の安全・衛生面に配慮した服装に加え、石綿の排出に備え、防塵マスク及びメガ

ネを着用し、靴については、安全長靴を履くこととします。 

・ 廃棄物の積上げ・積下しの重機、場内作業用のショベルローダー、ブルドーザーなどの必要な重

機を配置します。 

 

③搬入 

・ 避難路、緊急輸送道路の障害物を優先的に搬入します。 

・ 危険性、公益性等の観点から、順次搬入します。 

・ 搬入による交通渋滞を考慮し、時間帯を調整します。 

 

④一次仮置場レイアウト 

 

 ・ 返却時に土地をどの時点の状態に原状回復するか、土地所有者と協議する。

 ・ 土地をいつまで借りることができるか、土地所有者に確認する。

 ・ 土地の賃借料をいくらにするか、土地所有者と交渉する。

 ・ 仮置場として使用する前に、土地所有者立会いの下で土地の現況写真を撮影し保管する。

 ・ 使用前の状態の表層土壌を採取し保管する。土地使用後に土壌調査を実施し、土壌汚染が確認され

た場合は、土壌汚染の有無についてのデータとして利用する。

 



- 22 - 

⑤災害廃棄物の数量管理 

・ 仮置場では日報を作成し、搬入台数、種類別のごみ搬入量、中間処理量、搬出量等を記録します。 

・ 廃棄物量を管理するため、搬入された災害廃棄物の体積をメジャー等で計測し、体積換算係数（ｔ

／㎥）から重量換算するなどの方法により搬入量を把握します。 

・ 数量管理により、不法な便乗投棄等による廃棄物の混入防止を図ります。 

 

⑥仮置場の返却 

・ 仮置場の返却にあたり、土壌分析等を行うなど、土地の安全性を確認し、仮置場の原状回復に努め

ます。 

 

６ 環境対策、モニタリング 

仮置場等における労働災害の防止、その周辺における地域住民や生活環境への影響を防止するため

環境モニタリングを行います。 

モニタリングにあたっては、測定技術を有する県の指導・協力を受けながら実施します。 

（１）環境保全対策 

仮置場等での作業においては、労働災害の防止に努めるとともに、仮置場周辺住民の生活環境への

影響を防止するため、各種の環境保全対策を講じます。 

表１８ 環境保全対策の内容 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考：「災害廃棄物対策指針」（環境省環境再生・資源循環局 災害廃棄物対策室） 

（２）モニタリング 

仮置場敷地境界や仮置場周辺等で、大気、騒音・振動、土壌、臭気、水質等の環境モニタリングを実

施します。 

モニタリングを行う地点や項目、頻度については、平時に検討した内容をもとに、被災状況等を踏まえ

て決定し、災害廃棄物の処理の進捗に応じて見直します。 

 

 

 

 

 項 目 対 策

 飛散防止対策 ・定期的な散水の実施 

・飛散防止ネットや囲いの設置 

・フレコンバッグによる保管 

・運搬車両の仮置場退場時のタイヤ洗浄

 臭気・衛生対策 ・腐敗性廃棄物の優先処理 

・消臭剤・防虫剤等の散布

 土壌汚染対策 ・鉄板・遮水シートの敷設 

・排水溝・排水処理設備の設置 

・ＰＣＢ等の有害廃棄物の分別保管

 騒音・振動対策 ・処理機器周囲へ防音シートの設置

 発火・火災防止対策 ・木くず、可燃物は、高さ５ｍ以上に積み上げない 

・堆積物同士の距離間隔を２ｍ以上設ける 

・水分を含んだ畳等は発酵により発熱・発火のリスクがあるため、

平積みで高く積まず、隙間を作って保管する 

・消火器の設置
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７ 損壊家屋等の解体・撤去 

災害発生時の損壊家屋等の解体・撤去は、原則として所有者（個人・事業者）が行うものとします。 

ただし、道路の通行障害となっており、ライフラインの早期復旧などに支障をきたす損壊家屋等につい

ては、道路管理者等が緊急的に解体・撤去を行うこととします。 

なお、市は被災状況に応じて損壊家屋の所有者の経済的負担を軽減するため、国の災害等廃棄物処

理事業補助金（根拠法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条）について、損壊家屋の解体費用

を補助対象に含めるよう、国に対し速やかに要請します。 

 

８ 再生利用 

最終処分量の削減と処理期間の短縮のため、木くず、コンクリートがら、金属くず等の再生利用が可

能な廃棄物については、撤去段階からリサイクルを重視した分別・処理を進め、再資源化を図ります。 

 

９ 最終処分 

災害廃棄物の最終処分については、置広をはじめ県や関係自治体等との協議・調整を経た上で、民

間処理施設への委託または広域処理による適正な対応を実施します。 

 

１０ 有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物の対策 

（１）有害廃棄物・危険物 

有害性・危険性のある廃棄物のうち、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）に該当するものは、

事業者の責任において処理することを原則とし、電池類や蛍光灯等の一般廃棄物に該当するものにつ

いては、適切な処理方法等について市民に周知します。 

 

（２）石綿 

地震により被災した建物等は、解体または撤去前に所有者が事前にアスベストの有無の調査を専門

業者に依頼します。その結果、飛散性アスベスト（廃石綿等）または非飛散性アスベスト（石綿含有廃棄

物）が発見された場合は、災害廃棄物にアスベストが混入しないように適切に除去を行い、「アスベスト

廃棄物」（廃石綿等または石綿含有廃棄物）として法に基づき適正に処分します。 

 

（３）廃家電 

家電リサイクル法対象製品（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）について、リサ

イクルが見込めない場合は、災害廃棄物として他の廃棄物と一括で処理します。 

 

１１ 思い出の品等 

被災家屋の解体・撤去等により回収される、所有者にとって価値があると認められる品（思い出の品

等）については、可能な限り廃棄物とは分別して保管することとし、返却の機会を設けるなどして所有者

等への引き渡しに努めます。また、貴重品（現金、通帳、身分証明書など）に該当するものを回収した場

合は、速やかに警察に届け出ます。（P2４表19） 
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表１９ 思い出の品等の回収対象 

 

１２ 市民への啓発・広報 

　 災害廃棄物の処理を適正かつ円滑に進めるためには、市民の理解と協力が不可欠であることから、

市民に対しては被災状況や復旧段階に応じて、分別の徹底、仮置場の設置・運営、便乗ごみの排出防止

などの情報を分かりやすく提供します。 

情報伝達手段としては、市災害対策本部広報部門と連携し、避難所等掲示板、市ホームページ、メー

ル、ＳＮＳ、広報宣伝車、回覧板のほか、町内会や避難所等での説明会、各種メディアによる報道などを

積極的に活用します。 

 

第３節　避難所等で発生する廃棄物の処理　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  

１ 生活ごみ・避難所ごみ 

（１）生活ごみ・避難所ごみの基本処理フロー 

生活ごみ・避難所ごみの基本処理フローを図７に示します。 

災害発生時には、通常の生活ごみに加えて避難所ごみを処理する必要があるため、速やかに収集運

搬体制を整え、生活環境保全上の支障が生じないようにします。 

収集した避難所ごみ等は、置広処理施設で処理することを前提とし、仮に置広処理施設が被災し、処

理が困難となった場合には、仮置場に一時保管し、民間の産廃処理施設や周辺市町村への協力を要請

し処理します。 

 

図７ 避難所ごみの基本処理フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区　　分 品　　　目　　　等

 
思い出の品

写真、アルバム、ビデオ、デジカメ、賞状、成績表、卒業証書、手帳、携帯電話、 

パソコン、ＨＤＤ、位牌 等

 貴重品 財布、通帳、印鑑、有価証券（株券、金券、商品券等）、貴金属 等

被災地域被災しなかった地域

【置広】 
ごみ処理施設 

千代田クリーンセンター 
　　長井クリーンセンター 

・可燃ごみ 
・不燃ごみ 
・有害ごみ 
・ペットボトル 

　　・プラ製容器包装

生活ごみ 生活ごみ 避難所ごみ

避難所内 

ごみ保管場所ごみ収集所

可燃ごみ 
不燃ごみ 
ペット・プラ

仮置場資源物

【民間】 
再資源化施設 

県南リサイクルセンタ
ー協同組合 
 
・古紙 
・布類 
・缶 
・びん

可燃ごみ 
不燃ごみ

不燃ごみ 
資源物

【周辺市町村】 

処理施設

【民間】 

再資源化施設 

産廃処理施設

（置広処理施設で処理が困難な場合）
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（２）収集運搬方法 

・　生活ごみ・避難所ごみの収集運搬は、災害発生後３～４日後には開始することを目標とし収集運搬

体制を整えます。 

・　生活ごみ・避難所ごみの収集は、可能な限り平常時と同様に行うようにし、平常時の収集ルートに避

難所の運行ルートを加えます。 

・　収集にあたっては、廃棄物に優先順位をつけ、効率的な収集作業の指示を行います。 

・　被災により、市内の収集運搬業者だけでは収集が困難な場合には、県や県内自治体間での災害時

相互応援協定に基づき収集運搬体制を確保します。 
 

２ 避難所ごみ 

(１）避難所ごみの発生量 

避難所ごみの発生量は、実際の排出量や避難者数に基づき推計します。 

　　表２０ 避難所ごみ発生量の推計方法 

　　　　避難所ごみ発生量　＝　避難者数（人）　×　収集実績に基づいた発生源単位（ｇ／人・日） 

　　　上記の推計方法を用いて推計した結果、災害発生後の避難所ごみ発生量は、表２１のとおり。 

表２１ 避難所ごみ発生量 

　　　　　・総人口（住民基本台帳人口　令和６年10月1日現在） 
　　　　　・避難者数（山形県地震被害想定調査～長井盆地西縁断層帯及び庄内平野東縁断層帯～　平成１８年３月） 
　　　　　・避難所ごみ発生量＝避難者数×１人１日当たりの排出量（家庭系ごみ） 

・１人１日当たりの排出量（家庭系ごみ）498ｇ＝(生活系ごみ-集団回収量-生活系直接搬入ごみ[資源ごみ]-資源ごみ 
 収集量)/総人口/366（一般廃棄物処理実態調査（令和６年度調査）より 

 

（２）避難所で発生する廃棄物と収集優先順位 

災害発生直後は、支援物資等に係るダンボールや包装ごみ、飲料水のペットボトルが発生し、断水が

続いている場合には、弁当やカップ麺等の食品容器や飲料容器が大量に発生することに留意します｡ 

また、災害発生後は避難所ごみや家庭から排出される生活ごみが一時的に増加するため、収集車両

の台数が不足することが見込まれます。このため、衛生的な理由で生ごみ等の腐敗性廃棄物やし尿汚

物などから優先的に収集する必要があります。（P2６表２３） 

表２２ 避難所で発生する廃棄物の具体例 

 
総人口 年間日数 避難者数

避難所ごみ 

発生量（ｔ／日）

 
29,155 人 365 日 3,767 人 1.9ｔ

 分別区分 具体例 管理方法等

 燃えるごみ 残飯、ティッシュ、マスク、汚れた紙
類、布類、皮革製品等

ビニール袋等に入れて分別保管し、早
急に処理

 燃えるごみ（し尿等） 携帯トイレ、紙おむつ、お尻ふき等 密閉して分別保管し、早急に処理

 ダンボール、新聞紙 食料や支援物資の梱包材等 分別保管して資源として処理

 プラ製容器包装 食料や支援物資の包装等 洗浄・分別が可能な場合は資源として
処理

 ペットボトル 飲料の容器 洗浄・分別が可能な場合は資源として
処理

 空き缶 缶詰、飲料等の容器 洗浄・分別が可能な場合は資源として
処理

 感染性廃棄物 注射器、血液の付着したガーゼ等 安全保管のための専用容器を設置し
分別保管し処理
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　表２３ 生活ごみ・避難所ごみの処理優先順位 

 

３ 仮設トイレ等し尿処理 

（１）災害発生時のし尿等の基本処理フロー 

災害発生時のし尿等の基本処理フローを図８に示します。 

災害発生時のし尿等の処理については、公衆衛生の確保及び生活環境保全のため災害発生後速や

かに収集運搬体制を整え処理する必要があります。 

収集したし尿は置広の中田クリーンセンターで処理することを前提としますが、中田クリーンセンター

が被災し処理が困難となった場合には、同じ置広の長井クリーンセンターでの施設受入れ協力を要請し

ます。 

図８ し尿等の基本処理フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、いずれの施設も被災し受入れ困難となった場合には、P1１表６の相互援助協定により、県内の

施設で処理を行います。 

 

（２）収集運搬方法 

・ 被災地域及び避難所から発生するし尿の収集運搬は、災害発生後速やかに開始することを目標と

し、収集運搬体制を整えます。 

・ 収集にあたっては、仮設トイレの利用者数等を考慮した上で優先順位を決定し、収集作業の指示を

行います。 

・ 被災により市内の収集運搬業者だけでは収集が困難な場合には、県に支援を要請し、収集運搬体

制を確保します。 

 処理 

優先順位
ごみの種類 特　　　　徴

 
高 感染性廃棄物

緊急の医療行為で発生した注射針や血液の付着したガーゼ、個人
のインスリン注射針など。処理方法は関係機関との調整が必要。

  
携帯トイレ等のし尿等

衛生面の悪化に伴う感染症の発生やまん延が懸念される。感染や
臭気の面から密閉管理をし、早急に処理をする。

 
腐敗性廃棄物（生ごみ等）

腐敗に伴うハエなど害虫の発生が懸念される。袋に入れて分別し、
早急に処理をする。

 
可燃ごみ ビニール袋等に入れて保管し、適正に処理をする。

 
低 不燃ごみ、資源ごみ

不燃ごみ、資源ごみについては、保管場所が確保できるのであれ
ば、家庭や避難所で保管をする。

【置広】 

し尿等処理施設 

長井クリーンセンター

家庭及び避難所等の仮設トイレ等

し尿 浄化槽汚泥

【置広】 

し尿等処理施設 

中田クリーンセンター

（置広中田クリーンセンターで処理が困難な場合）
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（３）山形県と事業者間の災害時応援協定 

し尿等処理に関係する協定を表２４に示します。 

表２４ 災害時の応援協定 

 

（４）災害発生時におけるし尿収集想定量 
災害発生時におけるし尿収集想定量及び仮設トイレの想定基数は、次の方法により推計します。 

上記の推計方法を用いて推計した結果、本市における災害発生後のし尿収集想定量及び仮設トイレ

想定基数は、表２５のとおり。 

表２５ し尿収集想定量及び仮設トイレ想定基数 

　　・総人口（令和７年度南陽市一般廃棄物処理実施計画）より 
・避難者数（山形県地震被害想定調査～長井盆地西縁断層帯及び庄内平野東縁断層帯～資料編　平成１８年３月） 
・水洗化人口、非水洗化人口（令和７年度南陽市一般廃棄物処理実施計画） 
・上水道支障率（山形県地震被害想定調査調査～長井盆地西縁断層帯及び庄内平野東縁断層帯～資料編（平成１８年３月） 

 

（５）仮設トイレの確保 

仮設トイレの確保は、山形県災害廃棄物処理計画に基づき県（循環型社会推進課）に支援を要請し

ます。 

 協　　　定　　　名 協　定　先 締結年月日 内　容

 災害一般廃棄物の収集運搬に係る
協定

山形県環境整備事業
協同組合 平成18年3月29日 し尿、浄化槽汚泥等の収

集運搬

 災害時における廃棄物の収集運搬
及び浄化槽の点検等に係る協定

公益社団法人 
山形県水質保全協会 平成27年6月29日

下水道汚水、し尿、浄化
槽汚泥等の収集運搬、浄
化槽の点検等

 総人口 水洗化人口 非水洗化人口 避難者数
非水洗化区域 
し尿収集人口

 28,855 人 26,160 人 2,695 人 3,767 人 2,352 人

 
上水道支障率 断水による仮設 

トイレ想定人数
仮設トイレ 
想定人数

し尿収集想定容量 仮設トイレ 
想定数

 98.4 ％ 11,190 人 14,957 人 29,425 ℓ／日 191 基

【前提条件】 
・ 断水のおそれがあることを考慮し、避難所に避難する避難者全員が仮設トイレを利用する。 
・ 断水により水洗トイレが使用できなくなった在宅住民も、避難所の仮設トイレを利用すると仮定する。 
・ 断水により仮設トイレを利用する住民は、上水道が支障をきたす世帯のうち半数とし、残り半数の在宅住民は給水、

井戸水等によりトイレ用用水を確保し、自宅トイレを使用すると仮定する。 

ℓし尿収集想定量（ /日） 
＝ 災害時におけるし尿収集想定人数 × １人１日平均排出量 
＝（ ① 仮設トイレ想定人数 ＋ ② 非水洗化区域し尿収集人口 ）× ③ １人１日平均排出量 

① 仮設トイレ想定人数 ＝ 避難者数 ＋ 断水による仮設トイレ想定人数 
避難者数：避難所へ避難する住民数 
断水による仮設トイレ想定人数 ＝｛水洗化人口 － 避難者数 ×（水洗化人口／総人口）｝× 上水道支障率 × 

１／２ 
水洗化人口  ：平常時に水洗トイレを使用する住民数（下水道人口、農業集落排水人口、浄化槽人口） 
総人口      ：水洗化人口＋非水洗化人口 
上水道支障率：地震による上水道の被害率 
１／２       ：断水により仮設トイレを利用する住民は、上水道が支障をきたす世帯のうち約１／２の市民と仮定 

② 非水洗化区域し尿収集人口 ＝ 汲取人口 －｛避難者数 ×（非水洗化人口／総人口）｝ 
ℓ③ １人１日平均排出量＝1.7 ／人・日 

仮設トイレの想定基数 
＝ 仮設トイレ想定人数 ／ 仮設トイレ設置目安（78.4 人／基） 
仮設トイレ設置目安 ＝ 仮設トイレ容量 ／ し尿１人１日平均排出量 ／ 収集計画 

ℓ仮設トイレの平均的容量：400  
ℓし尿の１人１日平均排出量：1.7 ／人・日 

収集計画：３日に１回の収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：災害廃棄物対策指針（一部修正）
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資料１  災害廃棄物に関する協定
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資料：令和５年１０月策定　災害廃棄物受入基準（置賜広域行政事務組合） 

 

 

資料２  置賜広域行政事務組合　一般廃棄物処理施設
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１　災害等廃棄物処理事業費補助金の概要 

 
１．目　的 

暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象及び海岸保全区域外の海岸への

大量の廃棄物の漂着被害に伴い、市町村が実施する災害等廃棄物の処理に係る費用に

ついて、災害等廃棄物処理事業費補助金により被災市町村を財政的に支援する。 

 

２．概　要 

事業主体 　市町村（一部事務組合、広域連合、特別区を含む） 

対象事業 

市町村が災害（暴風、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な天然現象により生ず

る災害）その他の事由（災害に起因しないが、海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第 

3 条に定める海岸保全区域以外の海岸における大量の廃棄物の漂着被害）のために

実施した生活環境の保全上特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業

及び災害に伴って便槽に流入した汚水の収集、運搬及び処分に係る事業。特に必要と

認めた仮設便所、集団避難所等のし尿の収集、運搬及び処分に係る事業であって災害

救助法（昭和 22 年法律第 118 号）に基づく避難所の開設期間内のもの。 

補 助 率 　１／２ 

補助根拠  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 22 条  

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必

要となった廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号）第 25 条  

法第 22 条の規定による市町村に対する国の補助は、災害その他の事由により特に

必要となった廃棄物の処理に要する費用の２分の１以内の額について行うものとす

る。 

 

（参考）災害等廃棄物処理事業の沿革 

・清掃法（昭和 29 年法律第 72 号、廃棄物処理法の前身）第 18 条に国庫補助の趣旨

が規定 

・廃棄物処理法（昭和 45 年法律第 137 号）の制定に伴い第 22 条に趣旨が規定 

・平成 19 年に災害起因以外の海岸漂着物による漂着被害について補助メニューとし

て追加（災害等廃棄物処理事業の「等」に該当） 

 

 

 

 

 

 

 

資料３  災害等廃棄物処理事業
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　　参考　災害関係業務事務処理マニュアル（環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課） 

 そ の 他  

本補助金の補助うら分に対し、８割を限度として特別交付税の措置がなされ、実質

的な市町村等の負担は１割程度となる。 
 

 
【激甚災害時】 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 102 条に基づき、地方負担分に対

して起債措置（災害対策債）がなされた場合、元利償還金について特別交付税措置（元

利償還金の 57%） 

 

 

【特定非常災害時】 

地方負担分に対して起債措置（災害対策債）がなされた場合、元利償還金について

特別交付税措置（元利償還金の 95%） 

なお、起債措置（災害対策債）の発行要件を満たさない場合、地方負担額の 95％に

ついて特別交付税措置 

また、災害等廃棄物処理事業費補助金を活用して行う災害廃棄物処理事業におい

て、当該市町村の財政力に比して特に過大な負担が生じる場合、該当都道府県に災害

廃棄物処理基金を設置 
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２　堆積土砂排除事業（国土交通省）及び災害等廃棄物処理事業（環境省）が連携する 

場合においての国庫補助申請に当たっての留意事項（一部改正） 
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